様式第6号(第10条関係)

第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　　　様

出雲市長　　　　　　　

出雲市高校生住まい環境整備補助金確定通知書

年　　月　　日付けで実績報告のあった補助事業については、下記のとおり補助金の額を確定したので、出雲市高校生住まい環境整備補助金交付要綱第10条の規定により通知します。
	指令年月日
	
	指令番号
	

	補助年度
	
	補助金等の名称
	出雲市高校生住まい環境整備補助金

	補助金の交付
決定通知額
	円

	補助事業の対象
経費精算額
	円

	補助金の
交付確定額
	円

	(交付決定通知額)－(交付確定額)
	円

	備考
1　補助事業者は、下宿人が市内高校を卒業するまで安定的な住環境を提供しなければならない。ただし、下宿人の都合により退去した場合は、この限りではない。
2　補助事業者は、補助事業完了年度後3か年度は高校生の下宿以外の用途へ転用してはならない。
3　補助事業者は、下宿先の周知のため市内高校への情報提供に協力しなければならない。
4　補助事業者は、改修した部屋に空きがある場合は、下宿人の受入れ確保に努めなければならない。
5　補助事業者は、市が求める下宿や下宿人に関する報告及び立入りを含む調査に応じなければならない。
6　上記に違反した場合は、補助金の返還を求める。




